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企画段階（実施設計前）に 

ご相談ください 

届出内容（外観に影響する部分）

に変更が生じる場合は景観担当

にご相談ください 

着手予定日の 30 日以上前に 

正副各１部提出してください 

※適合通知書の交付をもって 

着手制限は解除されます 

規模により申請が必要です 

届出行為が完了した場合は

速やかに提出してください 

建築物等の企画・計画 

問い合わせ・事前相談 

大規模建築物等協議 

都市景観アドバイス会議 

景観計画区域行為（変更）届出書の提出 

適合通知書（副本）の交付 

建築確認申請 

工事着手・完了 

景観計画区域行為完了届出書の提出 

事前協議に関する・助言指導 

協議・指導等 

30 日以上 


